
 

 

＜予防医療・産業保健（工場診療所含む）＞ 
 
A.一般目標 
  プライマリーケアの基本として、職域での健康管理の必要性と方法論を理解し、医師

自らを含む勤労者の作業環境管理･作業管理･健康管理のそれぞれに関して、基本知識、

態度、技能を習得し実践する。 
 
B.行動目標、方法および評価 

行動目標 研修方法 評価方法 

職場巡視ができる 実習 レポート 

衛生委員会に参加する 実習 口頭試問 

総
括
管
理 

   

職域における総合的な予防医学の重要性が理解できる 

（食事、運動、禁煙など） 
実習 観察 

生活習慣病に関する指導ができる 実習 観察 

メンタルヘルスケアの重要性が理解できる 実習 観察 

職域における禁煙･分煙指導ができる 実習 観察 

健康診断の判定ができる 実習 実地試験 

TPH活動に率先して参加できる 実習 観察 

業務上疾病についての判断ができる 実習 口頭試問 

健
康
管
理 

突発事故に対して救急措置が取れる 
実習・ 

シミュレーション 
口頭試問 

有害作業について述べることができる 実習 口頭試問 

保護具などについて述べることができる 実習 口頭試問 
作
業
管
理 

過重労働について述べることができる 実習 口頭試問 

有害化学物質について述べることができる 実習 口頭試問 

熱中症について理解し、予防指導ができる 実習 レポート 

騒音・粉塵などの作業環境の測定および評価について理解できる 実習 口頭試問 

作
業
環
境
管
理 

作業環境の改善提案ができる 自習・実習 口頭試問 

指導会で健康指導（食事・運動・禁煙指導・ストレスマネージメント）

ができる。（特定の医療現場） 
自習・実習 実地試験 

海外赴任者への予防接種・健康指導ができる（特定の医療現場） 海外渡航科実習 レポート 

労
働
衛
生
教
育 

健康スタッフと共に考えられる 実習 観察 

 



 

 

＜産業医学科＞週間スケジュール 
 
 月 火 水 木 金 
本日の担当医 A B C D E 
8:30-9:00  週間研修概要と 

全体ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

研修目標設定 

工場ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

研修目標設定 

工場ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

研修目標設定 

工場ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

研修目標設定 

工場ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
9:00-9:30  研修目標設定 

工場ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

職場巡視･ルート

と概要説明 

健康診断 

スタッフ業務① 

職場巡視･ルート

と概要説明 

健康診断 

スタッフ業務② 

9:30-10:00 健康診断の観察 有害作業① 同上 有害作業② 同上 

10:00-10:30 同上 同上 同上 同上 同上 

10:30-11:00 TPH活動観察 環境測定 

資料確認 

同上 環境測定 

資料確認 

同上 

11:00-11:30 同上 同上 同上 同上 同上 

11:30-12:00 質疑応答 質疑応答 質疑応答 質疑応答 質疑応答 

昼休み      

13:00-13:30  ミ－テイング 

自己紹介 

ミ－テイング 

自己紹介 

ミ－テイング 

自己紹介 

ミ－テイング 

自己紹介 

ミ－テイング 

自己紹介 

13:30-14:00 健診後事後措置 労働衛生教育 健診後事後措置 作業環境管理 衛生委員会参加 

14:00-14:30 ケース１ ①健診後指導会 

②海外セミナー 

ケース 4 ①熱中症 

②騒音 or粉塵 

同上 

14:30-15:00 まとめ 同上 まとめ 同上 同上 

15:00-15:30 ケース２ 同上 ケース 5 同上 処置室業務 

15:30-16:00  まとめ 同上 まとめ 同上 同上 

16:00-16:30 ケース３ 同上 ケース 6 同上 同上 

16:30-17:00 まとめ 質疑応答 まとめ 質疑応答 質疑応答 

17:00-17:30 研修成果まとめ 研修成果まとめ 研修成果まとめ 研修成果まとめ 同上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

付記 
□ 健康管理では、スタッフ業務を経験し、問診や採血、あるいは生理検査の業務を実際に

経験すること。 
□ ケーススタデイーの中では 1)医師として実際の判定作業。2)精密検査の依頼及び医療機
関からの回答を吟味しそれぞれ役割についての考察。3) 長期休養者の出勤証明あるい
は精神疾患の健康相談。4)過重労働。5)作業制限解除のそれぞれを経験すること。 

□ 職場巡視では、巡視先で騒音や粉塵などの作業環境の測定を行い、有害作業と保護具の

使用状況や健康上のリスクについて理解する。 
□ 衛生委員会(工場単位或いは部単位)に出席し、その役割について述べることができること 
□ 健康診断後の教育（指導会）あるいは、海外赴任者に対する健康指導に参加し、指導を

行う。 
□ ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝと健康診断観察･事後措置 担当：A（  月   日） 
□ 職場巡視(有害作業①)･労働衛生教育 担当：B（  月   日） 
□ 健康診断スタッフ業務①･事後措置 担当：C（  月   日） 
□ 職場巡視(有害作業②)･作業環境管理     担当：D（  月   日） 
□ 健康診断スタッフ業務②･衛生委員会･処置室 担当：E（  月   日） 
 


